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【Ⅰ】 初めに 

本ハンドブックは、産前産後休業・育児休業制度、出産・育児に関する制度および必要な手続き

等についてまとめたものです。 

制度について、個別に説明を受けることが可能です。希望する場合は、Ｐ16 のフォームにその旨

を記載の上、会社担当者へ提出してください。 

 

＜産前産後休業・（出生時）育児休業と給付制度＞ 

 

＜おもな給付・配慮措置と対象者＞ 

給付／配慮措置 
産休のみ 

取得者 

産休・育児 

休業取得者 

育児休業 

のみ取得者 

出産手当金 （健康保険） ○ ○ - 

出産育児一時金 （健康保険） ○ ○ ※ 

育児休業給付金（雇用保険） - ○ ○ 

出生時育児休業給付金 （雇用保険） 出生時育児休業取得者が対象 

社会保険料免除 （健康保険・厚生年金） ○ ○ ○ 

産前産後休業・育児休業等終了時報酬月

額変更 （健康保険・厚生年金） 
○ ○ ○ 

養育期間標準報酬月額特例 （厚生年金） ○ ○ ○ 

※ 健康保険の被扶養者である家族が出産した場合は、家族出産育児一時金を受給できます。 

 

職
場
復
帰

子1歳誕生日
（原則）

育児休業給付金

出産

産前休業

＜出産（予定）日以前6週
間（多胎は14週間）＞

出産手当金

出産育児一時金

出生時育児休業
（産後パパ育休）

※出産日後8週間の内、4週間（28
日）まで取得可

＜子満1歳の誕生日の前日まで＞

※一定の要件を満たした場合、子1歳2か月、延長の場合1歳6か
月、再延長の場合は2歳に達する日まで可

出生時育児休業給付金

※一定の要件を満たした場合、子1歳2か月に達する日の前日、延
長の場合1歳6か月に達する日の前日、再延長の場合は2歳に達す
る日の前日まで可

6週間前

産後休業

＜出産日後8週間＞

育児休業

休
業

給
付
制
度

産後休業終了
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【Ⅱ】 産前産後休業・育児休業・出生時育児休業 

 

１．産前産後休業 

 

（１） 制度の概要 

出産を控えた又は出産後の女性従業員は、以下のとおり休業することができます。 

 

＜産前休業＞ 

出産予定日の 42 日前（双子以上の場合は 98 日前）から、請求すれば休業することができます。 

予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。 

 

＜産後休業＞ 

出産の翌日から 56 日間は法律の定めにより休業しなければなりません。ただし、産後 42 日を経

過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。 

 

（例） 出産予定日より 4 日遅れて出産した場合 

産前休業 産後休業 

42 日 4 日 56 日 

 
予
定
日 

  
出
産
日 

 

 

（２） 手続き 

① 休業の申出 

産前産後休業を取得する予定の方は、早めに上司や人事担当者と今後の予定について話し合っ

てください。休業予定期間が決定した後、「産前産後休業申出書」を提出してください。 

 

② 出産の連絡 

出産後、速やかに上司や人事担当者に出産の連絡をしてください。出産により、産前休業と産後

休業の期間が確定します。 

 

２．育児休業 

 

（１） 制度の概要 

1 歳に満たない子を養育する従業員は、男女を問わず、休業することができます。 
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＜育児休業を取得できる方＞ 

正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても子が 1 歳 6 か月に達する日までに労

働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないという場合は育児休業を取得できます。 

※ 勤務先によっては、同一の事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上であること等の協定がある場合は、

その要件も満たしている必要があります。 

 

＜休業期間＞ 

・原則として、1 人の子につき２回まで、子の出生日から 1 歳に達する日（誕生日の前日）までの間

で希望する期間。 

・父母ともに育児休業を取得する場合、子が 1 歳 2 か月に達するまでの間に、父は 1 年間、母は

産後休業と合わせて 1 年間まで、休業可能 [パパ・ママ育休プラス制度]。 

・子が 1 歳に達する日において、父母のどちらかが育児休業中で、保育所入所を希望しているが

入所できない場合等、一定の場合には、1 歳 6 か月に達するまで休業の延長または再取得が可

能。 

・子が 1 歳 6 か月に達する日において、父母のどちらかが育児休業中で、保育所入所を希望して

いるが入所できない場合等、一定の場合には、2 歳に達するまで休業の再延長または再取得が

可能。 

 

＜育児休業の分割取得＞ 2022 年 10 月 1 日改正 

 

①　子が出生した日から子が1歳に達する日まで。
分割して2回まで取得が可能。

▼　認可保育所等に入所ができない等の理由がある場合には、以下の
通り延長が可能
②子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日まで。1回のみ取
得可能。
③子が1歳6か月に達する日の翌日から2歳に到達する日まで。1回のみ
取得可能。
1歳以降の育休開始日は、夫婦交代取得の場合、1歳、1歳6か月の時
点に限定しない。

申出期限
1歳到達日までの育児休業申出：　原則、休業の1か月前まで
1歳以降の育児休業申出：　原則、休業の2週間前まで

休業中の就業 原則就業不可

子が1歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り再取得可　※

対象期間/取得可
能期間/分割取得

育児休業の分割取得等について

※　１歳以降の育児休業が、他の子の産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業 または新たな育児休業の開始に
より育児休業が終了した場合で、産休等の 対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。
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（２） 手続き 

① 休業の申出 

育児休業を取得する予定の方は、早めに上司や人事担当者と今後の予定について話し合ってく

ださい。休業期間が決定した後、「育児休業申出書」を提出してください。 

 

② 出産の連絡 

休業申出時に子が出生していなかった場合は、出生後、速やかに上司や人事担当者に出生の連

絡をしてください。 

 

３．出生時育児休業（産後パパ育休） （2022 年 10 月 1 日創設） 

（１） 制度の概要 

男性の育児休業を促進するため、出生時育児休業（産後パパ育休）制度がスタートしました。 

従来からある育児休業制度に加えて創設された制度で、産後休業をしていない従業員（養子を養

育している場合等は女性も対象）が、子の出生後 8 週間以内に、1 回または 2 回に分割して、4 週

間（28 日）までの期間（日数）を上限として取得することができます。 

子の出生後 8 週間以内の期間は、従業員の選択により、出生時育児休業と育児休業のいずれも

取得が可能です。ただし、出生時育児休業と育児休業を同時に取得することはできません。 

 

 

 

項目 内容

出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女従業員

*　配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。

*　有期契約労働者の方は、申出時点で、出生後８週間を経過する日の翌日から起算して６か月を経
過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。

*　勤務先によって、入社から1年以上であること等の協定がある場合は、その要件も満たしている必
要があります。

対象期間/取得
可能期間

子の出生後(出産日の翌日）8週間以内に4週間（28日）まで取得可能

申出期限 原則、休業の2週間前までに申出

分割して2回まで取得可能

*　初めに2回まとめて申出が必要です。

休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、合意の範囲内で休業中就労可能

特別の事情のある場合は、1回に限り可能

*　開始予定日の1週間前まで申出が必要です。

休業1回につきそれぞれ1回変更可能

*　終了予定日の２週間前まで申出が必要です。

休業開始予定日の前日まで可能

*　撤回1回につき1回休業したものとみなされます。みなしを含めて2回休業した場合は再度の申出は
できません。

開始予定日の
繰り上げ

終了予定日の
繰り下げ

申出の撤回

分割取得

対象者
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（２） 手続き 

① 休業の申出 

出生時育児休業を取得する予定の方は、早めに上司や人事担当者と今後の予定について話し

合ってください。休業期間が決定した後、「（出生時）育児休業申出書」を提出してください。 

 

② 出産の連絡 

休業申出時に子が出生していなかった場合は、出生後、速やかに上司や人事担当者に出生の連

絡をしてください。 

 

 

【Ⅲ】 出産・育児に関する給付 

産前産後休業や育児休業を取得する方、本人や家族が出産した方などを経済的に支援するため、

健康保険や雇用保険には給付制度があります。制度の概要を理解し、該当する方は申請の手続

きをしてください。 

 

１．出産手当金 

 

（１） 制度の概要 

健康保険の女性被保険者が出産のため会社を休み、給与が支払われない場合に、健康保険より

生活保障として支給されます。対象となるのは、妊娠 4 か月（85 日）以上の出産で、早産、死産、

流産なども含まれます。 

 

（２） 支給期間 

出産日以前 42 日目（双子以上の場合は 98 日目）から出産日後 56 日目までのうち、会社を休ん

だために給与が支払われなかった期間。予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から出

産日までの期間についても支給されます。 

 

（３） 支給額 

1 日につき 

【支給開始日以前の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30 日×2/3  

 

※ 休業中に給与が支払われた場合は、その額が出産手当金より少ないときのみ、差額を支給。 

※ 標準報酬月額については、以下の URL をご参照ください。 

協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 

 

 

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
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（４） 手続き 

「出産手当金支給申請書」を記入の上、医師・助産師の証明を受けて会社に提出してください。会

社から協会けんぽに提出後、申請書で指定した口座に、協会けんぽより直接振り込まれます。な

お、出産日後 56 日目以降に申請すると、全支給期間分が 1 回で請求できます。 

 

※ 必要な申請書および添付書類の詳細については、以下の URL をご参照ください。 

協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125 

 

２．出産育児一時金・家族出産育児一時金 

 

（１） 制度の概要 

出産費用の負担を軽減するため、健康保険の被保険者または被扶養者である家族が出産した場

合に、健康保険より支給されます。対象となるのは、妊娠 4 か月（85 日）以上の出産で、早産、死

産、流産なども含まれます。 

 

（２） 支給額 （一児につき） 2023 年 4 月 1 日改正 

女性従業員（被保険者）が出産したとき  

出産育児一時金  産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合： 500,000 円 

それ以外の場合： 488,000 円 

家族（被扶養者）が出産したとき 

家族出産育児一時金  産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合： 500,000 円  

それ以外の場合： 488,000 円  

 

※ 産科医療補償制度とは 

次の基準のすべてに該当する場合、補償金が支払われる制度。制度に加入する医療機関は、1

分娩あたり 12,000 円の掛金を負担するため、支給額には掛金相当分が上乗せされています。 

（1）出生体重 1,400g 以上かつ在胎週数 32 週以上、または在胎週数 28 週以上で所定の要件 

（2）先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺 

（3）身体障害者等級 1･2 級相当の脳性麻痺 

 

（３） 手続き 

直接支払制度を利用する場合としない場合の 2 通りあります。希望する方法を選択してください。 

直接支払制度とは、出産育児一時金または家族出産育児一時金（以下、出産育児一時金等）を、

協会けんぽから医療機関に直接支払う制度で、被保険者の窓口での支払負担が軽減されます。 

 

＜直接支払制度を利用する場合＞ 

① 医療機関で必要な手続きを行う 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
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② 「出産費用＞出産育児一時金等」の場合： 医療機関に超えた額のみ支払う  

「出産費用＜出産育児一時金等」の場合： 協会けんぽに差額の支払いを請求する 

 

＜直接支払制度を利用しない場合＞ 

① 医療機関に出産費用全額を支払う 

② 協会けんぽに出産育児一時金等の支払を請求する 

※ 必要な申請書および添付書類の詳細については、以下の URL をご参照ください。 

協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r127 

 

３．育児休業給付 

 

（１） 制度の概要 

雇用保険の被保険者が、1 歳（一定の場合 1 歳 2 か月、延長の場合 1 歳 6 か月、再延長の場合

2 歳）に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと雇用保険か

ら支給されます。 

＜主な要件＞ 

・育児休業開始日前 2 年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月が 12 か月以上あること 

・契約期間の定めのある方は、育児休業を取得できる要件を満たしていること。 

➡ 育児休業のページ（P4）の（１）制度の概要 ＜育児休業を取得できる方＞をご参照ください。 

 

（２） 支給期間 

1 歳（一定の場合 1 歳 2 か月、延長の場合 1 歳 6 か月、再延長の場合 2 歳）に満たない子を養

育するため休業する期間。 

 

（３） 支給額 

各支給単位期間（育児休業開始日から起算した 1 か月ごとの期間）あたり 

賃金月額（休業開始時賃金日額※ × 支給日数） × 67％相当額 （休業開始後 180 日間） 

賃金月額（休業開始時賃金日額※ × 支給日数） × 50％相当額 （休業開始後 181 日以降）  

※ 休業開始時賃金日額は、休業開始前 6 か月間の賃金を 180 で割った額。上限あり。 

➢ 支給単位期間中に会社から賃金が支払われた場合、支払われた賃金が休業開始時賃金日

額×支給日数の 30%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは支給されません。 

 

（４） 手続き 

① 育児休業開始前 （産前産後休業取得者は産前期間中） 

「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」を記入し、振込を希望する

金融機関の口座情報が確認できるもの（通帳またはキャッシュカードのコピー）をご準備ください。

提出は、②の書類と一緒で結構です。 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r127
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② 育児休業開始時 

会社が送付する「休業開始時賃金月額証明書」に必要事項を記入し、返送してください（電子申請

の場合は、育児休業中の手続もあわせて会社担当者へ確認してください）。また、育児を行ってい

る事実を確認できる書類として「母子手帳のコピー（市区町村長の出生届済証明のページ）」また

は「住民票のコピー」も提出してください。給付金は、会社がハローワークに申請後、ハローワーク

より個人が指定した口座に振り込まれます。 

 

③ 育児休業中 （電子申請にて行う場合を除く） 

会社から「育児休業給付金支給申請書」を送付しますので、署名の上、返送してください。 

 

４．出生時育児休業給付 （2022 年 10 月 1 日創設） 

 

（１） 制度の概要 

出生時育児休業を取得した雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たすと雇用保険から支給さ

れます。 

 

＜主な要件＞ 

・育児休業開始日前 2 年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月が 12 か月以上あること 

・契約期間の定めのある方は、出生時育児休業を取得できるための要件を満たしていること。

➡ 出生時育児休業のページ（P5）の（１）制度の概要 ＜対象者＞をご参照ください。 

・休業期間中の就業日数が、最大 10 日（10 日を超える場合は就業している時間数が 80 時間）

以下であること。 

※28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。28日間より短い場合はその日数に比例して短くなります。 

 

（２） 支給額 

各支給単位期間（育児休業開始日から起算した 1 か月ごとの期間）あたり 

賃金月額 （休業開始時賃金日額※ × 支給日数） × 67％相当額 

※ 休業開始時賃金日額は、休業開始前 6 か月間の賃金を 180 で割った額。上限あり。 

支給された日数は、育児休業給付の支給率 67％の上限日数である 180 日に通算されます。 

 

（３） 手続き 

出生日の８週間後の翌日から起算して２か月後の月末までの間に手続を行います。 

 【例】 出生日が令和４年 10 月 15 日 → 申請期限は令和５年２月末日まで 

 ➡ ２回に分割して取得した場合でも、１回にまとめての申請となります。 

手続方法、必要書類等については、会社担当者に確認してください。給付金は、会社がハローワ

ークに申請後、ハローワークより個人が指定した口座に振り込まれます。 
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【Ⅳ】 扶養の手続き 

出生した子を扶養する場合は、健康保険および税金上の手続きをしてください。 

 

（１） 制度の概要 

扶養には、健康保険上の扶養と税法上の扶養があります。 

制度の詳細等については、以下の URL をご参照ください。 

協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 

総務省 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 

 

（２） 手続き 

＜健康保険の扶養＞ 

「健康保険被扶養者（異動）届」を会社に提出してください。会社から協会けんぽに提出します。手

続き終了後、被扶養者の健康保険証をお渡しいたします。 

 

＜税法上の扶養＞ 

会社の給与担当者に連絡してください。また、年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等（異動）

申告書」の 16 歳未満の扶養親族欄に対象となる子について記入して申告ください（子に障害があ

る場合は障害者の欄にも記入）。 

※ 平成 23 年分の所得税および平成 24 年度住民税から、16 歳未満の扶養親族に対する扶養控

除が廃止されましたが、住民税の非課税限度額（住民税の均等割・所得割を課税するかどう

かを判定する基準となる所得金額）の計算に使いますので申告が必要です。 

 

【Ⅴ】 産前産後休業・育児休業等期間中の配慮措置 

出産や育児をする方を経済的に支援するため、社会保険（健康保険・厚生年金保険）には様々な

配慮措置があります。制度の概要を理解し、該当する方は必要な手続きをしてください。 

 

１．産前産後休業・（出生時）育児休業等期間中の社会保険料免除 

 

（１） 制度の概要 

産前産後休業および（出生時）育児休業等（育児休業又は育児休業に準ずる措置による休業）期

間の社会保険料（健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料）が、被保険者分および事業主分と

もに免除されます。 

 

＜保険料免除のポイント＞ 

・社会保険料の免除期間中も、健康保険は通常どおり給付される 

・免除された期間は、年金額を計算する際、「保険料を納めた期間」として扱われる 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
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・賞与や期末手当等に係る保険料も免除される 

 

（２） 免除期間・免除となる要件 （2022 年 10 月 1 日改正により要件追加あり） 

休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までの期間です。 

※ ただし、育児休業期間中の免除は子が 3 歳に達するまでが限度。 

（例） 出産日： 令和 4 年 5 月 12 日 

産前産後休業期間： 令和 4 年 4 月 1 日～7 月 7 日 

育児休業期間： 令和 4 年 7 月 8 日～令和 5 年 5 月 11 日（1 歳到達日）の場合 

→ 産前産後休業の保険料免除期間は、令和 4 年 4 月～6 月 

育児休業の保険料免除期間は、令和 4 年 7 月～令和 5 年 4 月 

 

＜（出生時）育児休業期間中の社会保険料免除の要件＞ （2022 年 10 月 1 日改正） 

月額保険料：  ① 月末に育児休業をしている。 

   または 

         ② その月中に 14 日以上育児休業を取得している。 

      ※出生時育児休業は、休業時に就労した日を除いて 14 日以上休業が必要 

賞与保険料：   1 カ月を超える育児休業を取得している。 

 

R4.7.7

R4.4.1 R4.7.8 R5.5.11

▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

産休開始 産休終了 育休終了

育休開始

育休中産休中
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（３） 手続き 

休業開始時に、会社が「産前産後休業取得者申出書」および「育児休業等取得者申出書」を日本

年金機構および協会けんぽに提出いたします。休業申出時に子が出生していなかった方は、子

の出生後、速やかに人事担当者に子の氏名・生年月日を連絡してください。 

 

※ 詳細については、以下の URL をご参照ください。 

日本年金機構  

（産前産後休業） 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/index.html 

（育児休業） 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/index.html 

 

２．産前産後休業・育児休業等終了時報酬月額変更 

 

（１） 制度の概要 

3 歳未満の子を養育する被保険者が産前産後休業または育児休業等終了後、勤務時間の短縮

等により報酬が低下した場合、随時改定（通常の月額変更）に該当しなくても、申出により標準報

酬月額を改定することができます。これにより、復職後の報酬に応じた保険料負担となります。 

従前 4月 5月 6月 7月
復職月 改定月

← 休業 →

従前の標準報酬月額

新しい標準報酬月額

 

※ 標準報酬月額の決め方については、以下の URL をご参照ください。 

協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 

 

（２） 改定月と適用期間 

産前産後休業または育児休業等の終了日の翌日から 4 か月目から改定。 

改定月が 1～6 月の場合はその年の 8 月まで、7～12 月の場合は翌年の 8 月まで適用（通常の

随時改定に該当する場合を除く）。 

 

（３） 手続き 

産前産後休業または育児休業等終了後 3 か月間の給与の結果、改定の要件に該当する場合は、

人事担当者より連絡いたします。適用を希望される場合は、「産前産後休業終了時報酬月額変更

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/index.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
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届」または「育児休業等終了時報酬月額変更届」を会社に提出してください。会社から日本年金機

構および協会けんぽに提出します。 

 

３．養育期間標準報酬月額特例 

 

（１） 制度の概要 

3 歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額を下回る場合、被

保険者の申出により、年金額の計算に際して、従前の標準報酬月額（原則、子の養育を開始した

日の前月の標準報酬月額）がその期間の標準報酬月額とみなされます。 

 

＜養育期間標準報酬月額特例のポイント＞ 

・厚生年金のみに適用される特例措置のため、健康保険の傷病手当金等の基準となる標準報

酬月額は、実際の低下した標準報酬月額になる 

・賞与については適用されない 

 

【年金額を算定するとき】 

 

 

 

 

【保険料を算定するとき】 

 

 

 

 

（２） 適用期間 

子の養育開始日から、以下のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで 

・申出にかかる子が 3 歳に達したとき  

・会社を退職したなど、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき  

・申出にかかる子以外の子について、この措置を受けることになったとき  

・申出にかかる子を、死亡その他の理由で養育しないことになったとき  

・産前産後休業または育児休業等の保険料免除を開始したとき 

 

（３） 手続き 

適用を希望される場合は、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社に提出してください。会

社から日本年金機構に提出します。 

 

年金額は従前の標準報酬月額で算定 

従前の標準報酬月額 

実際の標準報酬月額 保険料は実際の標準報酬月額で算定 

従前の標準報酬月額 

従前標準報酬月額みなし措置 

実際の標準報酬月額 
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※ 必要な申請書および添付書類の詳細については、以下の URL をご参照ください。 

日本年金機構 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html 

 

【Ⅵ】 仕事と育児の両立支援制度 

仕事と育児の両立を支援するため、育児・介護休業法や労働基準法には様々な制度が定められ

ています。制度の概要を理解し、適用を希望する方は申出の手続きをしてください。 

 

制度の概要 

 

 

制 度 子の年齢 内 容 

育児時間 1 歳未満 女性労働者は、1 日 2 回それぞれ少なくとも 30

分、育児のための時間の取得が可能 

所定労働時間の短縮措置 3 歳未満 1 日 6 時間の短時間勤務制度の利用 

所定外労働の免除 3 歳未満 所定外労働（残業）の免除 

法定時間外労働の制限 小学校就学前 月 24 時間、年 150 時間を超える時間外労働

（残業）の免除 

深夜業の制限 小学校就学前 午後 10 時から午前 5 時までの労働の免除 

子の看護休暇 小学校就学前 子が病気・けがの場合、予防接種・健康診断

を受けさせる場合、子 1 人につき年 5 日、2 人

以上であれば年 10 日までの取得が可能。 

時間単位での取得も可能。 

 

 出生

 措置
  ① フレックスタイム
  ② 始業・終業時刻の繰り上げ下げ

  ③ 託児施設の設置運営

  ④ ③に準ずる便宜の供与

  ⑤ 育児休業に準ずる措置

※のうち、業務の性質等
に照らして適用除外となる
労働者については、①～
⑤までのいずれかの措置
を講ずることを義務付け
（子が3歳まで）

法定時間外労働の制限 （月24時間、年150時間までに制限）

深夜業の制限 （午後10時から午前5時までの労働の免除）

子の看護休暇
（子１人につき年5日まで、年10日を上限）

１歳 ３歳    小学校就学

育児時間 （女性のみ）

所定労働時間の短縮措置
                                  ※ 適用除外あり

所定外労働の免除 事業主の
努力義務

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html
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【Ⅶ】 制度周知と意向確認  他 

会社担当者より個別に制度の説明を受けることが可能です。 

制度利用の有無等意向を確認いたしますので、次ページのフォームを記載の上、会社担当者へ

提出してください。 

 

2022 年 10 月法改正の詳細については、以下の URL をご参照ください。 

 

育児休業の分割取得、出生時育児休業（産後パパ育休）について 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000992243.pdf 

 

育児休業給付の内容と支給申請手続 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000992243.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
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育児休業制度について 

【従業員】 

番号：                所属：                  

氏名 ：                 

 

【個別の制度等説明（面談）】 

該当するものに○ 

 個別に制度説明を受けたい 

 個別の制度説明は不要 

 検討中  ＿＿＿＿までに返事をする 

個別制度説明（面談）を希望した場合、追って担当者より面談方法、日時等について確認の連絡をいたし

ます。 

【制度利用について】 

該当するものに○ 

 育児休業制度利用を希望する 

 育児休業制度利用を希望しない 

 検討中  ＿＿＿＿までに返事をする 

 

【以下会社担当者記入欄】 

面談実施者：              日時： 

制度利用意向の確認日：  

 


